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事例解説書初版の公開についてのご報告事例解説書初版の公開についてのご報告
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• 令和元年度以降、医療広告協議会にて協議を重ねて、とりまとめを行った「医療広告規制におけるウェブサ
イトの事例解説書」が、令和3年7月26日に初版公開された。



ネットパトロール事業における活用事例ネットパトロール事業における活用事例
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• ネットパトロール事業では、医療広告規制に抵触する広告が確認された医療機関に対して通知する注意喚起
の文書に、参考資料として事例解説書の事例を同封する運用を開始した。

• 注意喚起後の医療機関からの問い合わせ対応でも、積極的に事例解説書を参照いただくよう、誘導している。

通知文書
一式

ネットパトロール事業者 医療機関

事例解説書 過去のネットパトロール事業で違反が多い事例や、
注意喚起後も改善に至りにくい事例を中心に、
参考資料として同封

注意喚起

<期待効果>

医療広告ガイド
ライン等のみで
は改善に至りに
くかったケースに
おいても、改善
につなげる

特に、理解不足
に起因していた
ケースへの効果
が期待される

問合せ対応

回答

解説書の事例
を用いた対応



【参考】令和3年度ネットパトロール事業における改善率【参考】令和3年度ネットパトロール事業における改善率
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• 令和３年度は、注意喚起後の改善率が前年度よりやや向上しており、注意喚起から３ヶ月時点で約９割の
医療機関が改善に至っている。
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注意喚起後の改善傾向※ 令和2年度 令和3年度

※医療機関通知日以降の一定期間（1か月、2か月、3か月）時点での、医療機関通知件数に占める「改善」又は「広告中止」件数の割合を算出。なお、月数については、30日を1ヶ月としてカウント。



事例解説書第2版（案）の更新点（1/2）

分類 事例 対応 事例の内容
新規
作成

修正

1.広告が禁止される事例

他の医療機関との比較
（比較優良広告）

●
P.8-9

• ネットパトロール事業において、近隣の医療機関と自らを比較している
広告が多く見受けられるため、「特定の医療機関と自らの費用を比較
して、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を強調した
事例」を追加した。

体験談（省令禁止事項）
※医療機関のスタッフによる
記載

●
P.17

• ネットパトロール事業において、医療機関の院長等が実際に治療を
受け、施術内容や効果を広告している事例が多く見受けられるため、
「院長が自らが受けた治療について、施術内容や効果を記載している
事例」を新規作成した。

• また実際に治療等を受けた人に限らず、伝聞等により記載した内容
も医療広告規制の対象になるため、「医療機関スタッフが患者等の
体験内容を代筆している事例」を新規作成した。

体験談（省令禁止事項）
※体験談の編集

●
P.18

• 医療機関が、口コミ等の内容について、特定の業者に対して削除や
患者等に成りすました高評価を依頼するケースが、一部で問題視さ
れるようになっており、「体験談の内容を業者等に依頼して編集した
事例」を新規作成した。
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事例解説書第2版（案）の更新点（2/2）

分類 事例 対応 事例の内容
新規
作成

修正

4.広告するにあたって注
意が必要な事例

費用を強調した広告 ●
P.37

• ネットパトロール事業において、特に美容分野ではキャンペーンや割引
価格を大きな文字で記載する等の強調表現が多く見受けられるため、
「キャンペーンや割引価格の強調など費用を前面に押し出した事例」
と「会員特典等で不当に患者等を誘引する恐れのある事例」を新規
作成した。

医薬品の販売名 ●
P.38

• 医薬品には「一般的名称」と「販売名」が存在するが、「販売名」は、
医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行ってはな
らないとされている。一方で、ネットパトロール事業での対応においては
認識されていない医療機関が多いことが確認できており、「医薬品の
名称について、「販売名」で広告している違反事例」と、「「一般的名
称」に変更した改善例」を新規作成した。

バナー広告における違反 ●
P.39

• バナー広告やリスティング広告は、医療機関のウェブサイトとは異なり、
限定解除要件①（患者等が自ら求めて入手する情報を表示する
ウェブサイトその他これに準じる広告）を満たさず、広告可能事項以
外の広告はできないという特徴があり、規制を周知するため、「バナー
広告やリスティング広告において、広告可能事項以外の広告を記載
している事例」を新規作成した。

リスティング広告における違反 ●
P.40

特定の人のみが閲覧可能
な広告における違反

●
P.41

• ネットパトロール事業において、医療機関への注意喚起後にて、会員
限定ページに変更する対応が見受けられたため、「会員等の特定の
人のみ閲覧可能なウェブサイトにおいて、医療広告規制に抵触する
内容を広告している事例」を新規作成した。
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